
 

 

通  知  書  

貴 殿 が 所 有 す る 下 記 自 動 車 に つ き ま し て 、  

後 経 緯 の と お り 、 弊 社 の 管 理 駐 車 場 に お い て  

無 断 放 置 を 継 続 し て お り ま す 。  

つ き ま し て は 所 有 者 責 任 に 基 づ き 、  

 令 和  年   月   日 、午 後  時 ま で に 撤 去 し て く

だ さ い 。  

上 記 日 時 ま で に 撤 去 な き 場 合 は 、車 両 及 び 車 内 の 荷 物

に 対 し 所 有 権 を 放 棄 し た も の と み な し 、 弊 社 に て 撤

去 ・ 解 体 序 文 す る こ と 、 ま た そ り に 関 わ る 費 用 は 、 車

両 及 び 車 内 の 荷 物 の 対 価 と 相 殺 さ れ る こ と に 何 ら 意

義 な く 同 意 し た も の と み な し ま す こ と を 、予 め ご 承 知

お き く だ さ い 。  

記  

一 、  車 種       ※ 車 種 名 を 記 入  

二 、  登 録 ナ ン バ ー   ※ ナ ン バ ー プ レ ー ト の 内 容 を 記 入  

（ 経 緯 ）  

一 、 令 和  年   月   日 （ 警 察 通 報 日 ）  

令 和  年   月   日 よ り 無 断 駐 車 中 。  

警 察 に 確 認 し 盗 難 車 で は な い と の 回 答 。  



 

 

二 、 令 和  年   月   日  

自 動 車 登 録 事 項 を 確 認 す る た め 、   運 輸 局   運 輸 支 局

に て 自 動 車 車 検 表 の 現 在 登 録 事 項 証 明 書 を 取 得 す る 。 名 義

内 容 を 確 認 す る と 所 有 者 は 「     」 と な っ て い る 。  

三 、 そ れ 以 降 現 在 に 至 る ま で    氏 （ 所 有 者 ） 連 絡 を 取

り 、 車 を 取 り に く る よ う に 再 三 催 促 し た が 取 り に 来 る 様 子

が な い 。  

以 上  

※ 内 容 証 明 は 1 行 2 6 文 字 、 2 0 行 と 書 式 が 定 め ら れ て い ま

す 。  

「 か な （ ひ ら が な と カ タ カ ナ ）」、「 漢 字 」、「 数 字 （ ア ラ ビ ア

数 字 、 漢 数 字 ）」 の 、 ３ 種 類 と な り ま す 。 例 外 的 に 、 英 字 、

記 号 を 使 う こ と も 出 来 ま す 。す べ て 全 角 文 字 で 記 入 し ま す 。 

詳 し く は 内 容 証 明 の 書 き 方 、 送 り 方 で 検 索 し ご 確 認 く だ さ

い 。  


